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「方法としての比較」の視点からみた
日本型教育の海外展開

杉　村　美　紀＊

　日本型教育の海外展開推進事業（EDU-Port ニッポン）では、日本型教育モデルの輸出だけ
ではなく、日本の教育経験の伝播と共有、そして協働というプロセスが重要である。そこでは、
相手側のもつ社会的文脈やニーズ、文化の違いを、何をどう比較するか、何のために比較する
かという比較教育研究の視点を持ちながら把握し、日本型教育モデルを柔軟に再構築すること
で、国際公益を生む国際公共財のモデルとすることが期待される。
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はじめに
　本稿は、「日本型教育の海外展開」について、
比較研究方法論の観点から、その意義と課題を明
らかにすることを目的とする。日本型教育の海外
への展開とは、日本の教育実践で培われた教育方
法や制度、ならびに教育活動を諸外国に移出し実
施することを意味する。そこでは、相手国に与え
る影響や効果が検証されるが、その過程は日本型
教育の特徴に「気づく」過程でもある。時には、
予期せぬ副次的効果がみられたり、相手国の歴史
的背景や社会文化的な文脈のなかで、日本型教育
がつくりかえられて受容されたりする場合もある。
そうした移入や受容のプロセスにおいて常に意識
することになるのが、「方法としての比較」の視
点である。
　「比較」の視点は、しかしながら決して一義的
なものではない。どのような観点で比較するかに
より、比較するプロセスで解き明かされる観点や
その結果はさまざまである。「日本型教育の海外
展開」を考えるうえでも、比較の視座をどう設定
するかによって、その検証過程は大きく異なる。
本稿で「方法としての比較」という視点から議論
しようとするのは、比較の視座がどのように多様
な意味をもち、そこにはどのような課題が含まれ
ているかを明らかにするためである。言い換えれ

ば、日本型教育の海外展開という事象を通じて、
その特徴を明らかにすると同時に、比較教育研究
の方法としての展望を論じる試みでもある。
　日本型教育の海外展開には、国際協力の一環と
して取り組まれているものをはじめ様々な形態の
ものがあるが、本稿では、2017年度以降、実施さ
れている「日本型教育の海外展開推進事業」（通
称EDU-Port ニッポン）を事例とし、その事業
背景と政策的意義を概観した後、同プロジェクト
に見られる特徴を、日本型教育モデルの「輸出」
と、日本の教育経験の共有に基づく「協働」とい
う 2つの観点から整理する。そのうえで、特に後
者の観点が抽出されるプロセスにおいて、比較と
いう方法の有用性が含まれていることを示す。あ
わせてプロジェクトに求められる課題についても
言及した上で、日本型教育の海外展開プロジェク
トの今後の可能性を示唆する。

1 ．「日本型教育の海外展開推進事業」の背景と
政策的意義

（1）事業の背景
　「日本型教育の海外展開」が注目されるように
なったのは、日本の初等中等教育や、高等専門学
校など工学系人材の育成について諸外国から関心
が示されたことに端を発する。そして、文部科学
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省が示した2016（平成28）年度概算要求において、
関係省庁・法人・民間企業等で構成する「日本型
教育の海外展開―官民協働プラットフォーム」の
創設が提案された。そこでは、教育の実施主体、
国際協力の実施主体、並びに日本の企業活動の海
外展開を支援する主体が、情報共有・意見交換を
図るとともに、具体的に展開案件の形成を促進す
るための国際フォーラム及びパイロットプロジェ
クトを実施し、日本の教育について、より層の厚
い海外展開の案件形成を目指すことが挙げられた。
この取り組みを通じて、諸外国との強固な信頼・
協力関係の構築、日本の教育機関の国際化の促進
及び日本の教育産業等の海外進出の促進を図るこ
とが提案された1。
　「日本型教育の海外展開推進事業」（通称EDU-
Port ニッポン）について、文部科学省が公表し
ている資料によれば、「 1）日本の教育は世界で
高い関心を集めていること、高い基礎学力や規律
ある生活習慣を育む、初等中等教育、質の高い理
数科教育、高等専門学校や専修学校に代表される
産業人材育成の仕組み、テクノロジーを活かした
ICT教育、学習塾など、日本が世界に誇る教育
コンテンツは数多くあり、世界から注目されてい
ること、 2）一方で、これまで、これらのコンテ
ンツを海外展開する取組は、個々の組織・団体・
企業レベルで行われていたが、本事業では、官民
協働のオールジャパンで、日本の教育を海外展開
していくことを特徴としており、文部科学省、経
済産業省、外務省、国際協力機構（JICA）、日本
貿易振興機構（JETRO）をはじめ、地方公共団
体、教育機関、民間企業、NPOなどが一堂に会
する場をつくりだし、日本の魅力ある教育を海外
展開していく機運を醸成する。」2とされている。
またこの事業背景として、「わが国が策定した
『インフラシステム輸出戦略（平成29年 5 月改訂）』
においては、日本の『強みのある技術・ノウハ
ウ』を最大限に活かして、世界の膨大なインフラ
需要を積極的に取り込むことにより、我が国の力
強い経済成長につなげていくことが掲げられてお
り、人材育成を含むソフトインフラも重点分野と
して位置づけられている。」3という方針があった
とされる。さらに第 3期教育振興基本計画（平成
30年 6 月15日閣議決定）では、「日本型教育の海
外展開」が同計画の柱のひとつに新たに盛り込ま
れたことも、同事業の推進を後押ししている。

　諸外国からの関心を集めているという点では、
日本の小中学校制度の導入（インド）、日本の教
育プログラムや教育者育成カリキュラム（エジプ
ト）、人格・道徳教育手法の導入（同エジプト）、
専門学校等の底上げなど人材育成への協力（ベト
ナム）、高等専門学校と現在進行しているプロジ
ェクトの基礎教育レベルへの拡充（タイ）、とい
った要望が各国から寄せられている。ベトナムで
は、2018年 の「 日越共同声明」において、
「EDU-Port ニッポン」といった様々な枠組みを
活用したベトナムにおける日本式教育の普及、大
学間交流及び青少年交流を含む、教育分野におけ
る協力を強化する意図を両首脳が共有した4。

（2）事業の政策的意義
　EDU-Port ニッポンでは 3つの政策的意義が掲
げられている。海外展開モデルとして想定されて
いるものには、相手国における教育カリキュラム
や教員研修制度の導入、教科書の採用、高等専門
学校制度の導入、大学・高等専門学校等の進出、
日本の教育産業の海外進出等がある。これらを通
じてプロジェクトの期待される成果として掲げら
れているのが、第 1に「日本の教育の国際化」で
ある。これは、海外展開をきっかけに、シニア教
員の活用や海外での学校設置など、学校人事、学
校経営、また新たな教育の国際化の手法やパート
ナーを見出すメリットを期待してのことである。
第 2に、「将来の親日層の拡大」である。これは、
教育の対象が若年層であるため、将来にわたる長
期的な効果が期待できることが理由として挙げら
れている。さらに第 3の意義として「日本の経済
成長への還元」が指摘されている。世界の教育市
場は、2001年から2011年までの統計によれば、約
1.5倍と成長市場であることを受け、政府として
は日本の教育産業の伸長に期待している5。

2 ．日本型教育の海外展開推進事業における 2つ
の特徴：日本型教育モデルの「輸出」と日本の
教育経験に基づく「協働」
　実際に展開されているEDU-Port ニッポンの
スキームで特徴的なのは、第 1に、海外展開の協
力案件が想定される国について国別分科会を設け、
各対象国におけるニーズの明確化、分野の特定、
各セクターの連携モデルの構築等を行うとしてい
ることである。そこでは二国間に焦点をあて、か
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つ日本から当該国へ日本型教育をパッケージとし
て「輸出」することが企図されている。文部科学
省のEDU-Port ニッポンのパイロットプロジェ
クトに関する報告書6には、2017年度 EDU-Port
応援プロジェクト 8件、2018年度 EDU-Port 公
認プロジェクト12件、同年度応援プロジェクト10
件が紹介されているが、そのうち、地域（東南ア
ジア、アフリカ地域・中東地域）を対象とした 2
件、ならびに複数国を対象とした 2件を除き、日
本と相手国の二国間で行われるプロジェクトが多
数を占めている。プロジェクトの多くは、相手国
における日本型教育モデルの普及やそれを担う教
師や指導者、地域人材の育成、学習教材導入等を
視野においたものが中心となっている。
　他方、二国間の取り組みとは異なる第 2の特徴
をもつものがある。それらは、地域や複数国を対
象とした取り組みであり、いずれもネットワーク
やコンソーシアムの構築を目指したプロジェクト
である。なかでも名古屋大学が実施している「『日
本型司法制度』支援を支える法律家育成のための
新しい共通法学教育モデルの構築」プロジェク
ト7は、ウズベキスタン、モンゴル、ベトナム、
カンボジア、ラオス、ミャンマー、インドネシア
の 7か国を対象に各国の法整備に貢献する法律家
育成のための新しい共通法学教育モデルを構築す
ることを目的としている。同プロジェクトの案内
によれば、「アジアの体制移行国においては、日
本政府による法令の起草支援が進められており、
新しい法律を運用する人材養成が求められている。
日本が欧米法を継受し、それを日本社会に適合す
る法として発展させてきた経験を共有する。」こ
とが同プロジェクトのコンセプトである。この
「経験を共有する」という表現によく示されてい
る通り、本プロジェクトの特徴は、日本型教育モ
デルを「輸出」するのではなく、共通の法学教育
モデルを「構築」することに目的があり、そのた
めに、日本の経験を共有するという双方向の立場
に立つ点が大きな特徴である。
　この特徴は、福井大学が実施している「『福井
型教育の日本から世界への展開』アフリカ・中
東・日本の教師教育コラボレーション事業」8に
も共通している。同プロジェクトはアフリカおよ
び中東地域の国々を対象に、21世紀の学校づくり
と教師の学びのための専門職学習コミュニティ・
ネットワークを創造することを目的としている。

同プロジェクトでは、両地域において国際ラウン
ドテーブルを展開するとともに、マラウイ及びエ
ジプトにおいて教職開発拠点校を形成し、活動を
通して得られた知見から、日本の学校教育を支え
る授業づくり・学校づくりの実践交流の場として
国際教職開発センターの設置が企図されている。
こうしたプロジェクトの背景には、アフリカ・中
東の国々では学校改革を展望しつつも、伝達式の
教員研修により改革が進まない現状がある。この
ため、各学校における教員のニーズに基づいた研
修を実施し、 1）学校拠点による授業開発、 2）
教師の協働による授業研究、 3）教師の協働を支
えるコーディネーターの存在、 4）学校と地域の
連携という日本型教育の特徴を、マラウイ及びエ
ジプトを基軸に随時周辺国へと拡充していく方策
が取られている。ここにもまた、日本の教育経験
を共有し、協調するという姿勢をみることができ
る。
　こうしたEDU-Port ニッポンのプロジェクト
にみられる 2つの特徴を、前項で触れた本プロジ
ェクトの政策的意義と照らし合わせてみると、第
1の日本型教育モデルの輸出という特徴について
はその効果が政策的意義によく反映されている。
日本の教育の国際化、将来の親日層の拡大、日本
の経済成長への還元という 3点の政策的意義（前
出）はいずれも日本側にとっての意義であり、か
つ日本の教育モデルが輸出された場合、直接的に
期待される成果である。他方、経験の共有や協働
という第 2の特徴については、日本との関係強化
という点で大きな意義が期待されるのに加え、以
下のような意義が付与されると考える。

3 ．「教育経験の共有と協働」における「方法と
しての比較」の有用性

（1）「教育経験の共有と協働」の意義
　第 2の特徴である「教育経験の共有と協働する
こと」の意義を考えるときに参考になるのは、実
際のプロジェクト内容である。前述の名古屋大学
のプロジェクトは、同大学の法制国際教育協力研
究センター（Center for Asian Legal Exchange: 
CALE）が中心となって進めている。CALEは
EDU-Port ニッポンが発出されるより前の2002年
に設置されているが、その前身は2000年に設立さ
れた「アジア法政情報交流センター」であり、さ
らに遡ると、そもそもは1991年に、名古屋大学法
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学部創立40周年を契機にアジア太平洋地域法政研
究教育事業基金（AP基金）を設立し、アジア諸
国の法・政治についての研究教育を開始したこと
が端緒であるとされる。その背景には、日本の欧
米偏重・アジア軽視の法律学・政治学に対する反
省があったことも挙げられている9。今日 CALE
は 1）アジア法研究・法整備支援研究、 2）法学
教育支援、 3）国内人材育成の 3つをミッション
に掲げ、アジア諸国法や法整備支援理論の研究を
コーディネートする傍ら、アジア諸国で求められ
ている「自国の法律を自らつくり、運用できる人
材育成」を行い、日本法に精通した専門家の養成
などさまざまな法学教育支援を展開し、あわせて
アジアに精通し、アジアの発展に貢献するグロー
バルリーダーを育成するとしている。またEDU-
Port ニッポンで対象としている 8か国のみなら
ず、国内外の大学、研究機関と連携したネットワ
ークを築いて活動を展開している10。
　なかでもこうしたCALEの活動を特徴づける
のは、「法整備支援を学問的に探求することによ
り、発信型法学を創出」という発想である。
CALEの説明によれば、「法整備支援事業を推進
するためには、法整備支援の理念、対象国、対象
分野、実施過程、評価など、法整備支援を新たな
学問課題として理論的に考察する必要があります。
グローバル化や地域統合にともなう国際法と国内
法の調和や、伝統法との相克など、移植された法
がどのように根付くかは重要な点です。また、法
整備支援を通して、日本の法学は、これまでの欧
米からの受信型法学から、世界への発信型法学へ
と発展しています。」11と示されている。
　この観点から、CALEと EDU-Port ニッポン
における第 2の意義を考えると、以下の点が指摘
されよう。第 1に、名古屋大学のCALEが、多
国間を対象としたネットワーク型として展開され
ているのは、そもそもの発想に相手先との協働を
前提とし、かつ「国際法と国内法の調和や、伝統
法との相克、移植された法がどのように根付く
か」といった相手先の法制度をめぐる事情やニー
ズ、社会文化的文脈などを考慮することを前提と
しているからである。法整備という分野の性質上、
一方向的に日本型教育モデルを輸出する事例とは
異なり、相手との協働作業が不可避なものとなっ
ているということである。このことは言い換えれ
ば、日本型教育モデルを一度相手の文脈に置き換

えたうえで、それをどのように相手に伝え、かつ
相手がそれをどのように受けとめて受容するのか
という緻密な作業が求められることを意味する。
相手にとっては単に日本の制度を借用するのでは
なく、また日本にとっては自国の制度を単に輸出
するのではなく、どのように相手の社会に合致す
るのか、あるいは齟齬が生じるのかを丹念に精査
し解釈していく過程が必要とされる。
　第 2に、そうした伝播と受容の過程が、相手国
にとってだけの課題になるのではなく、それを担
う日本側の研究者もまた、その作業を通じて様々
な学びを得ているという点である。そのことは
「日本の法学が受信型法学から発信型法学へと発
展した」という文言によく示されている。CALE
の出発点には、前述のとおり、そもそも欧米偏
重・アジア軽視の法律学・政治学に対する反省が
あり、受信型から発信型に変容を遂げているとい
われる。この発想には、日本型の教育モデルを、
求められる国々へ発信するEDU-Port ニッポン
にも通じるものがある。しかしながら、より重要
な点は、その発信を、規定のモデルを伝えるとい
うことだけで終わるのではなく、共に相手の文脈
にあった制度を構築し、そこで得た学びを日本側
の取り組みにも反映させているという点である。
たとえばCALEのプロジェクト成果として、異な
る法体系の国の学生に、日本法を効果的に教える
ための教材内容の再構成や、日本の大学における
アジア地域からの留学生に対する法学教育のあり
方の検討があげられているが、これは相手先の制
度の変更や変容ではなく、発信者としての日本側
の取り組み方の再構築を企図するものであり、日
本側の取り組み方を自問するものとなっている12。
　第 3に、日本から発信されたモデルが、CALE
のネットワーク活動を通じ、直接対象とする 8か
国のみならず、世界中の大学、研究機関とともに
展開されるなかで、国際通用性をもったシステム
として活用されている点である。研究、教育支援、
人材育成の 3つを柱にしているCALEは、日本
からの法整備支援というところに軸足を置きなが
らも、アジアの発展に貢献するグローバルリーダ
ーを育成し、かつ研究のコーディネート役を務め
ることに重点をおいている。いわば国際公共財を
創出するプラットフォームとしての役割を担って
いるのである。ここには日本型教育モデルが、よ
り汎用性をもつ国際公益を提示するものとして受
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容されている様子が認められる。
　以上述べたように、EDU-Port ニッポンの第 2
の特徴である教育経験の共有と協働は、情報の伝
播と受容の過程を共有し、相手先の社会的文脈に
即して必要に応じたモデルの改変を含むものであ
る。また、日本にとっても学ぶべき作業を含む。
さらに、それが国際的にも通用するモデルとして、
いわば国際公共財としての意味付けを得ている。
それは、日本の教育の国際化、将来の親日層の拡
大、日本の経済成長への還元というEDU-Port
ニッポンの政策的意義に加え、CALEの活動の
中でも繰り返し触れられている協働を通じた「支
援・協力」と「発展」という観点が示す本質であ
る。
　日本の教育経験の他国への伝播という点につい
ては、国際協力機構（JICA）（2005）13が、近現代
日本の教育開発経験を途上国の教育開発にいかに
活用するかという視点を提示している。同書では、
日本の教育経験を「日本国内において、教育上の
政策や実践を通じて一定規模の集団に蓄積・共有
されてきた知識・技術・ノウハウなどを指し、あ
る程度体系化・抽象化されたもの、及びその総
体」と定義している。そして、途上国が直面して
いる基礎教育の「量的拡大」、「質的向上」、及び
「マネジメントの改善」に対し、日本がどのよう
な時代背景の下でどのような取り組みを実施して
きたのか、途上国の教育開発の観点からみると何
がポイントであるのかについて整理・分析してい
るが、ここでも、日本と歴史・文化・社会が異な
る途上国において、日本の教育経験がどのように
応用できるのか、またその経験を応用する際の留
意点は何かについて考察を行ったとしている14。
そして留意点として、 1）日本の教育経験に関す
る情報の発信、 2）当該国の歴史的側面に留意し
た教育セクター分析の実施、 3）当該国の文化
的・社会的・経済的・政治的な背景を考慮した教
育協力の実現、 4）従来型のプロジェクト型援助
から財政支援型の援助への転換を含む技術協力の
あり方についての検討があげられており、相手先
の社会的文脈に基づく教育協力の重要性が指摘さ
れている15。

（2）「教育経験の共有と協働」における比較教育
研究手法の有用性

　以上述べたように、EDU-Port ニッポンにおけ

る教育モデルの輸出をめぐる政策的意義ならびに
教育経験の共有と協働という意義を考える時、い
ずれの場合にもモデルや経験をめぐる情報の伝播
と、歴史的、文化的、社会的、経済的、政治的な
背景を考慮したうえでのモデルや情報の受容や解
釈、さらには改変といった過程を経ることになる
が、そこで行われる伝播や受容、解釈、改変とい
う一連の手続きには、比較教育研究が従来取り上
げてきた研究手法が深く関連している。そこで以
下では、比較教育学の研究手法がこの一連の手続
きにどのように関わっているのかを、「何をどう
比較するか」という観点と「何のために比較する
か」という 2つの観点に基づいて概観する。

① 　プロジェクトにおいて「何をどう比較する
か」
　比較教育学研究の手法を考えるうえで第 1の加
点である「何をどう比較するか」という観点には、
「何を比較するか」という対象と領域と、「どう比
較するか」という比較という行為そのものの問い
直しが含まれる16。
　比較教育学はもともと自国の教育制度の改革・
改善など政策立案や政策形成に資するために海外
の教育情報を収集・紹介するという営みに始まっ
たとされ、特に近代国民国家の整備過程において
は、教育制度や教育内容・方法の整備並びに改革
に、海外の視察調査や学術調査で得た情報を基に
取り組むことが戦略的に行われてきた。外国教育
モデルの移入である。「比較教育学の父」として
広く知られるM. A. ジュリアンは、その著書『比
較教育学の構想と予備的見解』（1817年）におい
て、収集した各国の教育事実を比較的に整理・分
類するための「比較表」を用意し、比較教育学の
実証的科学としての在り方を提示した。また、各
国の情報を収集するための「教育特別委員会」の
設置を提唱し、アンケート調査の実施をも求め
た17。
　この後、比較教育学の方法論は、20世紀にはい
るとM. E. サドラ―や I. L. キャンデルによる要
因分析法という手法の提唱により一定の方向性を
得る。要因分析法では、諸外国の教育制度や教育
の実際を形成する諸要因の解明こそ必要であると
される。たとえばキャンデルは、教育制度の形成
や発展に影響を及ぼす要因として「歴史的伝統」
「国民の態度」「政治的・経済的諸条件」をあげ、
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そこから「ナショナリズム」と「国民性」という
概念を用いて各国の教育制度の特徴を説明しよう
とした。この動きはF. シュナイダーやN. ハンス、
V. マリンソンらに受け継がれる。これらはいず
れも「何を比較するか」という対象に関する議論
であった。こうした一連のプロセスは、まさに
EDU-Port ニッポンのモデルの伝播と受容の過程
で、相手国に何を伝播し、相手側は何を受容する
かというプロセスおいて重要な観点である。
　他方、20世紀後半の1960年代には、比較教育研
究の方法そのものをとりあげ、「どう比較するか」
という議論が高まった。F. ヒルカーとG. べレデ
ィがそれぞれ時期を同じくして提唱した「比較の
四段階研究法」は、比較研究の手順を 1）記述、
2）解釈、 3）並置、 4）比較に区分するもので
ある。この手法では、調査資料や文献資料を収集
記述し、得られた教育事実に関する情報を、関連
する諸科学、たとえば社会学、政治学、経済学、
文化人類学、歴史学、心理学、哲学等を用いて解
釈するが、特徴的なのはそのあとの「並置」の段
階であり、各国の様々な教育事実の比較を可能に
する枠組みを設定し、比較分析のための仮説を導
き出すことにある。
　さらにH. J. ノアとM. A. エクスタインは、仮
説検証のためのプロセスとして、 1）仮説の定立、
2）概念の明確化と指標の開発、 3）ケース（事
例）となる国の選択、 4）データの収集と比較の
ための修正、 5）データの操作と仮説の検証とい
う 5段階を提唱した。比較研究の方法や手順を明
確にし、そこで得られたデータをいかに客観的に
実証的に検証するかというこうした過程は、
EDU-Port ニッポンのモデルの解釈と改変の過程
に関わる営みである。すなわち、日本型教育がど
のようにモデル化され、それが相手国にとって解
釈される場合、それを判断するための指標や、実
際に移入する場合にどのような改変が必要かとい
った仮説に基づいた検証作業が求められるからで
ある。
　もっとも、このように一定の展開を示してきた
比較教育研究方法論であるが、そこには課題もあ
る。二宮（1981）は、「並置の段階の終わりに導
きだされる仮説の正否を証明すべき比較分析の手
順が、方法的に必ずしも明確になっていないとい
う問題がある。」18と述べている。また、ノアとエ
クスタインが示した経験的・科学的な研究の方向

性に対しても、二宮（1981、前出）は、「仮説に
含まれる概念を経験的に測定するための指標の妥
当性の問題、各国の指標に関するデータの比較可
能性の問題、仮説検証のためのデータの修正や操
作の方法の妥当性の問題などがある。」19と指摘し
ている。
　EDU-Port ニッポンのプロジェクトについてみ
た場合、以上述べた「方法としての比較」のうち
「何をどう比較するか」という観点が示唆するも
のは、共有と協働を目指して日本型教育モデルの
伝播と受容、解釈、改変という一連の手続きをふ
む際に、相互の制度的・文化的差異を昭らかにす
ることが求められるということであろう。そこに
は、指標の明確化や妥当性といった課題はあるが、
モデルの発信側と受け手側の双方が、相互の差異
の理解に努めることが重要である。かつて、松崎
（1990）20は、比較研究の重要性は認めながらも、
比較する指標を対象間で均質にそろえることの難
しさを理由に比較をすることは難しいという主張
を展開した。また市川（1990）21も比較をしない
「比較教育学研究」を批判するとともに、比較研
究を「日本の教育システムの特質を解明すること」
とした。この市川の批判に対して馬越（1992）22は、
何よりも「地域研究」に徹し、比較教育学の基礎
部分を固める必要性を掲げた。それは言い換えれ
ば、地域研究によって、その後の制度的・文化的
差異を明確にするということである。
　このEDU-Port ニッポンのプロジェクトに照
らしていえば、一見すると大きく異なるこの 3名
の見解はいずれも同じ観点をプロジェクトに対し
て示唆している。すなわち、比較という作業は、
簡単には共通の指標は見つかりにくいために容易
ではないが、日本型教育モデルの伝播・受容とそ
れを解釈して改変するには、日本のシステムを理
解し、かつ相手先のニーズや政治的、経済的、社
会的、文化的文脈を考慮することが必要不可欠で
ある。そのためには、「何をどう比較するか」と
いう観点をもった受入れ社会に対する配慮と地域
研究を軸とした比較教育研究が重要になる。

② 　プロジェクトにおいて「何のために比較する
か」
　他方、比較教育研究が示唆するもうひとつの観
点に「何のために比較するか」という点がある。
EDU-Port ニッポンにおいても、日本式教育モデ
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ルの輸出を主目的とするのか、あるいはネットワ
ークやコンソーシアムづくりを主目的とするのか
では、調査分析する観点が異なることになろう。
　この点に関して参考になると考えるのは、M. 
ブレイと R. トマスが1995年に発表した論文「比
較教育学研究におけるレベル―様々な研究や多層
的な分析の価値―」23で示した比較分析のための
「ブレイ＆トマスモデル」である。同モデルは教
育事象を取り巻く 3つのレベル、すなわち①地理
的レベル（世界の諸地域・大陸、国、州・地方、
地域、学校、教室、個人）、②地理的要素以外の
生態レベル（エスニックグループ、年齢、宗教、
性別、人口、その他）、③教育と社会の諸側面
（カリキュラム、教育方法、教育財政、経営、政
治変動、労働市場、その他）という次元に注目し
分析しようとするものである。このモデルで注目
されるのは、従来の比較教育学研究が、前項で述
べたとおり、国家が中心であり国の教育制度や教
育政策に資する調査を主たる対象としていたのが、
国以外の様々なレベルに着目し、個人というミク
ロなレベルから地球規模のマクロなレベルまで全
体を視野に含めようとしている点である。ここに
は、比較教育学がもともと有していた国家のため
の政策研究という性質から、より幅広い視野と目
的のもとに研究が行われているようになった動向
が反映されているとともに、何のための比較教育
研究かということを分析を行う者により強く意識
させる手法となっている。EDU-Port ニッポンに
おいても、様々な主体がかかわることで日本式教
育モデルへの関心が集まっていることが指摘され
ており、何のための比較研究かという視点を考慮
することが重要である。
　その意味では、1977年に発表された沖原他24

（1977）による「各国の学校掃除に関する比較研
究」は、EDU-Port ニッポンのプロジェクトのな
かでも日本の学校教育における「知」「徳」「体」
のバランスのとれた力を育む基礎教育25と、教科
教育だけではなく特別活動や掃除、給食、日直と
いった様々な側面に注目が集まる中で、新たな比
較の視点を提供している。第 1に、「学校掃除」
という従来の比較分析の単位では焦点化されるこ
とのなかった日常的な活動が取り上げられている
ということである。通常、学校掃除は教育のカリ
キュラムに含まれるが、それだけが単独で取り上
げられることはあまりなく、ミクロな比較単位に

注目した点が特徴的である。第 2に、比較研究の
目的は、単に相手国の実情を調査し、情報や資料
を収集して比較を行うということにとどまらず、
自国や自文化を顧みるために行うという発想であ
る。
　沖原らの研究は、その出発点に「自国の教育へ
のより深い認識を得ることも教育の比較研究の一
つの重要な目的である」という認識がある。論文
では「教育研究が直接的にせよ間接的にせよ、日
本の教育をどう改革するかということにかかわる
べきものであるとすれば、それはまずもって、日
本の教育の現実を直視することから始めねばなら
ない。」という問題意識のもとに、日本の学校教
育の特色である学校掃除に着目し、なぜ外国では
生徒に掃除をさせていないのか、させている国も
あるのかどうかについて、103か国から回答を得
ている。調査の結果、同論文では、学校掃除には
「清掃夫型」「清掃夫・生徒型」「生徒型」の 3類
型があり、それぞれがどのような理由でその方式
を選択しているかが具体的に説明されている。そ
こには、清掃観や学校間、労働観などが、それぞ
れの国や社会の社会的文化的背景と結びついた要
因としてあげられている。また特に生徒に学校掃
除を行わせる理由として挙げられている理由のな
かには、「清潔心の育成」「協調心の育成」「公共
心の育成」「労働の価値の学習」「健康の習慣の育
成」「経済的理由」「慣習」といったものがあげら
れ、社会によって異なる独自の考え方への気づき
などにも触れられている。こうした視点は、まさ
にEDU-Port ニッポンのプロジェクト展開のな
かで、各プロジェクトが経験する観点と共通する
ものでもある。
　1970年代末にまとめられた同論文が、「国際的
な視野から、学校掃除の教育的意義を再認識して
みることが必要であろう。」と締めくくられてい
ることには感慨深いものがある。同論文には、そ
れ以上その「教育的意義」については述べられて
いないが、研究が行われてからちょうど40年余り
が経った今日、日本の学校教育における学校掃除
という「フィールド」がもつ特徴が、他国からモ
デルとして注目されるようになっていることを考
えると、比較教育研究が歴史を経る中で、また新
たな意味を持ってとらえなおされる可能性を示唆
する。「何のために比較するか」という視点は、
その時々で異なる局面をもつものといえるが、比
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較教育研究が蓄積するその時代の情報やデータは、
時を経て振り返った時に、重要な観点を再確認さ
せてくれるものとして、あるいは新たな意味をも
つものとして、研究意義を蘇らせる。そのことは、
日本型教育モデルの共有と協働の過程において、
一つの教育モデルが、解釈と改変を繰り返しなが
ら、国際的なモデルとして展開していく過程でも
ある。

4 ．「方法としての比較」の課題
　比較教育学が示す「方法としての比較」の特徴
は、「何をどう比較するか」という点、ならびに
「何のために比較するか」という点を基軸に展開
されている。この比較研究という研究手法で重視
されるのは、自国の教育制度や教育政策に資する
情報の入手や、自文化の特徴をよりよく知るため
に行う研究であると同時に異文化や様々な社会文
化的背景の違いを意識している点であろう。比較
研究は、ともすれば他国の情報を入手し、自国利
益を優先した政治的利用に供する場合も想定され
る。ただその一方で、異文化理解やそのための課
題が把握することができ、それによって協調や協
働への糸口を探ることができるのもまた、比較研
究の特徴である。EDU-Port ニッポンのプロジェ
クトのなかで、相手国との間の日本の教育モデル
の輸出、あるいは教育経験の共有と協働を企図す
るなかで、こうした様々な可能性を考えていくこ
とが、プロジェクトを特徴づけるうえで大変重要
であると考える。その際に、比較研究で課題とな
るのは次の点である。

（1）比較研究の主体と研究のあり方
　第 1に、比較研究の主体として、だれが、いつ
どこで比較を行うのかという課題である。EDU-
Port ニッポンの場合、その主体は関係省庁・法
人・民間企業、地方自治体、教育機関、NPO等
と多岐にわたっている。プロジェクトを展開する
にあたり、その主体によって研究のあり方も、そ
の目的や観点が異なることには留意する必要があ
る。
　そのことは、教育実践研究が対象とするフィー
ルドをどう選び取るかという問題と関係する。こ
こでいう「フィールド」は多義性を持つ。地理的
な空間としてとらえるだけでも、旧来の国家を中
心とした国単位の「フィールド」もあれば、「ブ

レイ＆トマスモデル」で示されたとおり、国家横
断的（cross-national）な視点や超国家的（su-
pra-national）な視点、あるいは逆に一つの国の
中の地方や地域、学校、教室といったミクロな視
点までを幅広く含む。また地理的空間以外の「フ
ィールド」としては、現時点での「経験」を軸と
した「フィールド」や、歴史を軸にした時間的空
間としての「フィールド」がある26。
　EDU-Port ニッポンで目指されるプロジェクト
の方向性は、決して一義的ではなく、プロジェク
トを相手側との協働作業を行う「フィールド」と
してとらえるならば、それに関わる主体と目的、
また何を対象として実施するかによって、そのア
ウトプットは多様なものとなるのは必然である。
同時に、同じプロジェクトを実施しても、受け取
る側が異なればその成果も異なることが予測され
る。プロジェクトはあくまでも、それぞれの相手
側の政治的、経済的、社会的、文化的な状況に応
じて実施される必要があり、そうでなければ、プ
ロジェクトは単に日本側からの一方的な移出にと
どまり、理解されたうえで受容されることは難し
い。日本型教育モデルが相手側に受容され、時に
はそれが改変されて実施に至るには、単なる借用
では十分ではなく、プロジェクトに相互にかかわ
りあう人々が、比較の視点を持ちながらともに理
解し歩み寄りながら協働することが必要である。

（2）比較研究結果をどう提示するか
　第 2に、比較を踏まえて協働した結果をどのよ
うに提示するかという課題がある。この課題は、
前述の「何をどう比較するか」、「何のために比較
するか」という問いとあえて対照させると、「比
較によって何を目指すか」と置き換えることがで
きる。「何のために」という問いが、「比較の四段
階研究法」（前出）のなかの「記述」し「並置」
された比較対象の内容がどのように役立つかを問
うのに対し、「何を目指すか」という問いは、「並
置」した後の「比較」する行為を、どのような方
向性を目指すものとしてとらえるかということを
問題にしているのである27。
　比較教育研究にも、他分野の研究と同様に、特
定の事例を対象にした際に得られる研究結果の特
殊性、固有性と、その結果をいかに一般化、普遍
化できるかという課題が常にある。今井（1990）28

は、比較教育学には類似性、一般性、普遍性の追
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求に重点を置いた一般型比較教育学と、差異性の
確認に重点をおいた差異化型比較教育学があると
指摘している。同時にその 2つの方向性は相反す
るものではなく、特殊と一般が交互につながる連
鎖の中でどこに焦点かするかによって研究の方向
性に違いがうまれるにすぎないとも述べている。
さらに今井（1999）29は、この一般化と差異化と
いう 2つの枠組みを用いて1990年代の研究動向を
分析したうえで、「自国の教育改革に役立てるた
めの比較教育研究」と「一般法則を認識するため
の比較教育研究」という観点から整理している。
そして 2つの方向性を相補的なものとして捉える
べきであるとしている。
　EDU-Port ニッポンの場合、日本型教育モデル
をひとつのパッケージとして輸出することが企図
されており、そのプロジェクトを通じて相手側と
の協働を行うことそれ自体は、実践的な営みであ
る。その意味ではそれぞれ個別のプロジェクトの
事例が展開されていくことだけでも十分に意味の
あることであり、一つのプロジェクトが普遍性を
持つべき必要性は必ずしもない。しかしながら、
「各国の学校掃除に関する比較研究」（前出）の例
にみるように、一つ一つの事例は特殊性をもつも
のであっても、「学校掃除」というひとつのプロ
ジェクトになって発信された場合には、それがも
つ一般的な特徴がモデルとして発信される。その
場合、相手側に伝播され、移入する際に、それぞ
れの社会的文脈に「学校掃除」という実践モデル
がどのように受け止められるかについては、その
都度、一般性と個別の解釈の間で齟齬が無いかど
うかを確認する必要がでてくる。「学校掃除」と
いうモデルを単に輸出して紹介することでとどま
るか、あるいは相手の持つ文化との比較を丹念に
行いながら受容し、時にはモデルを改変するのか、
何を目指すかによってその対応は異なることにな
る。

5 ．協働による「日本式の協力」の可能性
　以上述べた 2つの課題を踏まえると、Edu-
Port ニッポンのプロジェクトの今後の発展にお
いては、発信される「日本型教育モデル」そのも
のを、一方では一般化しながらも、比較の視点を
持ち、相手側の政治的、経済的、社会的、文化的
文脈に配慮しながら、相互に理解し、時にはその
モデルを改変することで歩み寄りながら協働する

ことが重要であるといえる。
　こうした協働の実例は、EDU-Port ニッポンの
プロジェクト以外にもすでに拡がりをみせつつあ
る。たとえばエジプトでは、「特活（特別活動）」
と呼ばれる掃除、学級会、日直などの活動を中心
とする日本式教育が取り入れられ、協調性や社会
性を育む日本式教育として注目されている。エジ
プトでは、掃除は社会階層の低い人の仕事とされ、
最初は保護者の間に戸惑いもあったが、掃除活動
が始まると子どもたちの態度や行動が変わり、学
校のあり方も従来の詰込み型教育から自主性を重
視した環境に大きく変わった。これを受け、2016
年にエジプトのシーン首相が来日した際には、
「エジプト・日本教育パートナーシップ」が締結
され、保育園から大学まで日本式教育の特徴を活
かした包括的な協力を行うことで合意している30。
このほか、マラウイやセネガルの小学校に日本式
の「UNDOKAI（運動会）」を導入している JICA
青年海外協力隊の活動でも、協調性や達成感、他
者への応援などに加え、教員にとっても新たな学
びの場になっていることが報告されている31。
　こうした日本型教育の海外展開は、日本が従来
とってきた「日本式」の国際協力のあり方に一致
する。日本の国際協力は1954年にコロンボ・プラ
ンに参加して政府開発援助（ODA）を開始して
以来、一貫して要請主義をとり、相手国のニーズ
を重視し、プロジェクトが相手国側にどう役立つ
かを、相手国と話し合い、共感と理解を得たうえ
で、相手の意向を汲み取り実施する「日本式」を
とってきた。ここには、支援の金額規模で国際協
力を測ることがある一方、相手方の役に立つこと
という援助の質を重視する昨今の動きも反映され
ている32。そうした共に作り上げる協力のあり方
があってこそ、その土地に根差したモデルの受容
につながる。
　また教育は、人を育てるという時間のかかる課
題を担っているだけに、短期的な実行可能性だけ
では不十分であり、中長期的にわたって持続可能
なシステムとそれを支える協力が必要不可欠な分
野である。それにはモデルを発する側と受け入れ
側の人々の協力が欠かせない。たとえば、日本が
現在取り組んでいる「日本式の協力」のひとつに、
「カイゼン（KAIZEN）」活動がある。これは、日
本の高度成長期に、主に製造業で品質や生産性を
上げるために培われた理念や手法であり、現在で
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はサービス業、行政、医療、教育など多くの分野
に参入している。特に保険医療施設では、5S（整
理、整頓、清掃、清潔、しつけ）のような可視化
しやすい部分から始めて段階的に複雑な
KAIZEN手法に発展させる活動も行われている。
もともとは生産性向上のためにアメリカから日本
に持ち込まれ、それを日本社会で定着させたもの
を、アジア、アフリカの途上国において、国際協
力機構（JICA）の支援のもとに29か国2000か所
以上（2007～2017年度）で展開されているもので
ある。KAIZENの特徴は、途上国の人々と話し
合いながら現地に馴染むように応用を加えて相手
側に展開している点にあり33、相手側との共同事
業として共に国際協力に取り組む協働重視の姿勢
が反映されている。

おわりに
　本稿では、日本型教育の海外展開推進事業
（EDU-Port ニッポン）のプロジェクトに着目し、
比較教育研究の方法論の視座からその活動をどの
ように意義づけることができるかを論じた。
EDU-Port ニッポンのプロジェクトには、日本型
教育モデルを二国間に一方向的に輸出するものと、
多国間や地域を焦点としネットワークやコンソー
シアムを形成するものがあり、特に後者は日本の
教育経験の伝播と受容を経るなかで、受信型から
発信型にかわりつつある。そこでは、日本の教育
の国際化や将来の親日層の拡大、日本の経済成長
への還元といった日本から見た政策的意義に加え、
日本の教育経験の共有と協働という意義も加わる
ことでより発展性のあるものとなっている。
　こうしたEDU-Port ジャパンのプロジェクト
に対して、比較教育研究の観点から重視すべきで
あると考えるのは、モデルの伝播と、社会的、文
化的、政治的、経済的配慮に基づきそれを変容さ
せて受入れる過程で、比較の視点を相対化するこ
との必要性である。単に移入し解釈しただけでは、
植民地主義的な一方的な知識の搾取あるいは押し
付けになる可能性がある。文化政策や国際協力、
外交政策と結びついて、主として日本から見た意
義づけがなされている場合が多いが、比較の視点
を含めることで、モデルや情報はより多角的に伝
えられるべきであろう。
　そのためには、日本の教育経験の共有と協働と
いう方向性が付加されるべきであり、その際には、

相手側との間で「何をどう比較するか」「何のた
めに比較するか」という「方法としての比較」の
視点が必要である。あわせて、その比較をだれが
いつ、どのような「フィールド」を想定して行う
のかという問題や、得られた結果をどうモデル化
するかという課題についても考慮する必要がある。
さらに、EDU-Port ニッポンのプロジェクトにお
いても、それが展開されている同時代性と、それ
が近未来にどのような展開を示すことになるのか
という歴史的視点を含めることも大切であろう。
　こうした「方法としての比較」の視点は、今日、
教育実践の「フィールド」がますます多様化し、
かつ国家の枠組みを超えてトランスナショナルな
になっている時代にあっては、一層重要になると
考える。そこでは、かつて近代国家が自国の制度
改革や政策形成を考えるうえで海外教育事情調査
を行っていた時代とは異なり、個別の国家のため
の調査研究のみならず、多国間あるいは地域機構
全体にわたる教育制度や政策の構築に資するもの
であることが求められている。
　今日、国際協力の分野においては、援助国と被
援助国の一方向的な二国間関係にとどまらず、二
国間ないし多国間においてそれぞれが協働し協力
して新たな教育実践を生み出していこうとする機
運が高まっている。そこでは国際協力の量的側面
もさることながら、内容や質が従来以上に重視さ
れるようになっている。日本が取り組み始めた
EDU-Port ニッポンのプロジェクトは、政策的背
景のもとに日本型教育モデルを輸出することから
開始されたものであるが、単に日本にとってのプ
ロジェクトとしての意味付けだけではなく、国際
社会のなかで広く共有される国際公共財として利
用されるモデルとなる可能性をもつ。この過程に
おいて、かつて他国から教育情報を得て自国の教
育制度改革や教育政策に役立てるために用いられ
た「方法としての比較」は、自国のモデルを伝播
し、相手側との協働のなかで受容、解釈され、時
には改変され、一般化されたモデルとして普及発
展させていく協働のための方策として、重要な役
割を果たすことになるのである。
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Discussion of Projects on Overseas Dissemination of Japanese-Style Education Models 
through Analysis with Comparative Education as a Methodology

SUGIMURA Miki  (Sophia University)

This paper discusses how to evaluate pro-
jects for overseas dissemination of Japa-
nese-style education models from the perspec-
tive of comparative education methodology, 
focusing on the EDU-Port Nippon Project. The 
Project is promoted by a private-public coopera-
tive platform that unites ministries, government 
agencies, local governments, educational institu-
tions and NPOs, and so on, in response to over-
seas countries’ enhanced interest in Japanese ed-
ucation. The Project consists of two parts; one 
that focuses on exporting a Japanese-style edu-
cation model, and one that creates networks or 
consortia focused across multiple countries or 
regions. With the Center for Asian Legal Ex-
change of Nagoya University as an example of 
the latter, a shift from a receptive model to an 
emissive one can be noted while considering the 
transmission of the Japanese educational experi-
ence through collaboration and networking with 
the goals of assisting other Asian countries to 
develop legal systems, legal education, and hu-
man resources. In addition to the policy-level 
signifi cance of promoting the internationalization 
of Japanese education, enhancing the under-
standing of Japan abroad, and positively aff ecting 
Japanese economic growth, Japan may also be 
able to reconstruct its own model based through 
interaction with foreign counterparts and to cre-
ate a platform for shared educational research.

In implementing the Project, it is noted that 
the Japanese-style education model should be 
introduced with consideration for the political, 
economic, social and cultural contexts of the host 
society and its social needs. The Project is char-
acterized mainly from the viewpoint of cultural 
and diplomatic policies and international cooper-
ation from the Japanese side, but should also be 

meaningful to the host society’ s educational de-
velopment. In this process of the sharing of ideas 
and collaboration, the comparative perspectives 
should be important, namely “what and how we 
compare” and “why we compare”. It is also nec-
essary to reconsider what comparative elements 
should be examined and how we can extrapolate 
a model from a specifi c case.

Comparative education as a methodology is 
likely to become more important as educational 
issues diversify and transnational frameworks 
increase. The origin of comparative education 
research was to obtain information from over-
seas countries for national education policies and 
systems amidst nation-state building processes; 
while this was the case in the era of “borrow-
ing”, today we are seeing a new era of “creat-
ing”. Education policy and systems must be re-
considered in a more diversified multinational 
and regional context. While the EDU-Port Nip-
pon Project was initiated with the idea of ex-
porting a Japanese-style education model, its fo-
cus has shifted from dissemination and reception 
alone to include the creation of an international 
education platform as well. The Japanese-style 
education model is expected to become an inter-
national common good that aligns with the com-
mon interests of international society. In this 
process, comparative education methodology will 
play a crucial role in disseminating the model, 
collaborating with host countries and generaliz-
ing the model for the international society.

Keywords: EDU-Port Nippon / international co-
operation in education / Japanese-style educa-
tion model / methodology of comparative educa-
tion research / international common good


